
 

 

 

 

 

  

   

 

 

       

 

 

 

県人事委員会（渡辺正和委員長）は17日、知事及び県議会議長に対し職員の給与等に

対する勧告及び報告を行った。主な内容は次のとおり。 

【月例給・一時金】月例給 3,836円(1.10％)・一時金 0.09月の公民較差により、月例

給・一時金ともに２年連続の引き上げ改定を勧告。月例給は、初任給及び若年層に重

点を置き、給料表全体の引上げとなったが、この間の物価上昇には追いついておらず、

生活費維持のためには不十分な結果となった。一時金は、期末手当と勤勉手当に0.05

月分ずつ均等配分され、支給月数は国同様4.50月となる。 

【会計年度任用職員の一時金】来年度からの勤

勉手当支給について、職員との均衡を考慮して

支給月数や制度の詳細を検討する必要がある

と報告。一方で、今年度の期末手当引上げ改定

の取り扱いについては言及されなかった。 

【夏季休暇】使用可能期間の拡大について検討

する必要があると報告。 

ガソリン価格高騰を踏まえた通勤手当の改善

や両立支援のための休暇制度拡充については言

及されず、多くの課題が山積している。 

人事委員会の勧告・報告が確実に実施される

ためには、引き続く確定闘争の取り組みが重要。 

県職労は地公共闘に結集し、要求実現に向け

全力を挙げて取り組む。「知事あて大型ハガキ」

への取り組みに全職員で結集しよう。 
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会勧告・報告！確

定闘争での改善に

向け、支部・分会

から取り組みに結

集しよう。 



【勧告】（４月遡及実施） 

①月例給：較差1.10％・3,836円（民間351,454円、職員347,618円）に基づく給料表改定 

初任給（大卒程度11,000円、高卒程度12,000円）及び若年層に重点を置き給料表全体

を引上げ改定。（給与改定額は3,833円（行政職給料表適用者）） 

② 一時金：較差0.09月（民間4.49月、職員4.40月）に基づき0.10月引上げ4.50月 

 ※暫定再任用職員：0.05月引上げ2.35月  期末手当と勤勉手当に均等配分 

 ６月期 12月期 

2023年度 期末手当 

     勤勉手当 

1.225月（支給済み） 

0.975月（支給済み） 

1.275月（現行1.225月） 

1.025月（現行0.975月） 

2024年度 期末手当 

     勤勉手当 

1.250月 

1.000月 

1.250月 

1.000月 

【報告】（主要事項のみ） 

①  在宅勤務等手当：国や他県の動向等を注視しながら、本県の在宅勤務の運用状況も

踏まえ、手当の必要性等について検討する必要がある。 

②  給与制度のアップデート：国の検討の進捗状況を注視しつつ、給与制度の見直しの

必要性について検討する必要がある。 

③  会計年度任用職員の期末手当・勤勉手当：2024年4月からの勤勉手当支給について、

職員との均衡を考慮して支給月数や制度の詳細等を検討する必要がある。 

④  長時間勤務の解消：これまでの取り組みの継続に加え、デジタル技術を活用した業

務の効率化等に取り組んでいく必要がある。恒常的な長時間勤務が解消されない場合

は、業務量や業務内容に応じて適切な人員体制を確保するなど、より実効性のある取

り組みを進める必要がある。 

また、休暇の取得促進として、夏季休暇の使用可能期間の拡大について実態を踏ま

えた検討を行う必要がある。 

⑤  両立支援の推進：男性職員の育児休業取得率の向上に取り組みほか、柔軟な働き方

を選択できるようフレックスタイム制や勤務間インターバルの拡充等について必要

性を含めた検討に取り組む必要がある。 

⑥  心身の健康管理：若年層が職場において仕事の悩みを気軽に相談できる環境づくり

に取り組んでいく必要があるる。 

⑦  ハラスメント対策：管理職に対する意識付けや職員への意識啓発等、ハラスメント

発生防止対策に継続して務めるとともに、相談窓口の強化・周知に一層努める必要が

あるほか、相談対応員のスキルアップ等に取り組む。 

 

 

◎月例給・一時金の確実な改定実施と、全職員の勤務意欲の確保を！ 

 月例給・一時金ともにプラス勧告だが、昨今の県財政事情から凍結・値切りと言ったことが無いよ

う、確実な実施を求めていく。これまで賃金が抑制されてきた高齢層を中心に、勤務意欲確保のため

の方策を引き続き求めていかなければならない。 


